
③労働に関する一般常識



・統計からの出題が多く、
法令の出題はほとんどな
い

２点以上

２点以上



基幹統計調査 目的

毎月勤労統
計調査

●雇用、給与及び労働時間について、変動を毎月明らかにすることを目的とした調査
➝現金給与総額は322,612円(0.3％減)となった。うち一般労働者が425,203円(0.3％増)、パートタイム労働者が
99,765円(前年と同水準)となり、パートタイム労働者比率が31.53％(0.65ポイント上昇)となった。 なお、一般労働者の
所定内給与は313,697円(0.6％増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は 1,167円(2.7％増)となった。 （令和元年

分結果確報）

賃金構造基
本統計調査

●主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、
年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするものである。
➝一般労働者(短時間労働者以外の労働者)の賃金(月額) 

男女計 307,700円(前年比 0.5％増) （年齢43.1 歳、勤続年数12.4 年） 男性 338,000 円(同 0.1％増) （年齢43.8 歳、
勤続年数13.8年） 女性 251,000 円(同 1.4％増) （年齢41.8 歳、勤続年数 9.8 年）
（令和元年賃金構造基本統計調査）

社会保障費
用統計

●我が国における年金、医療保険、介護保険、雇用保険、生活保護などの社会保障制度に係る１年間の
支出等を取りまとめることにより、国の社会保障全体の規模や政策分野ごとの構成を明らかにし、社会保
障政策や財政等を検討する上での資料とすることを目的とする。
➝社会保障給付費を「医療」、「年金」、「福祉その他」に分類して部門別にみると、「医療」が 39 兆 7,445 億円で総額に
占める割合は 32.7％、「年金」が 55 兆 2,581 億円で 45.5％、「福祉その他」が 26 兆 5,382 億円で 21.8％である。
（平成 30（2018）年度「社会保障費用統計」）

重要性の高い統計の調査

出典：厚生労働省ホームページ（一部加工して作成）

労災➝給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額

労災➝給付基礎日額のスライド制



基幹統計調査 目的

労働力調査 ●我が国における就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的としている。
➝労働力人口（15 歳以上人口のうち，就業者と完全失業者を合わせた人口）は，2019 年平均で 6886 万人と，前年に
比べ 56 万人の増加（７年連続の増加）となった。男女別にみると，男 性は 3828 万人と 11 万人の増加，女性は 3058 

万人と 44 万人の増加となった。 （労働力調査（基本集計） 2019年（令和元年）平均結果）

就業構造基本
調査

●国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目
的としています。
➝男女別の有業率（15 歳以上人口に占める有業者の割合）についてみると，男性は 69.2％，女性は 50.7％となって
おり，平成 24 年に比べ，男性は 0.4 ポイント上昇，女性は 2.5 ポイント上昇 となっている。年齢階級別にみると，平成
24 年に比べ，男性は特に「60～64 歳」及び「65～69 歳」で大きく上昇しており，女性は全ての年齢階級で上昇している。
（平成 29 年就業構造基本調査）

出典：厚生労働省ホームページ（一部加工して作成）



一般統計調査 目的

雇用動向調査 ●主要産業における入職・離職及び未充足求人の状況並びに入職者・離職者に係る個人別の属性及
び入職・離職に関する事情を調査し、雇用労働力の産業、規模、職業及び地域間の移動の実態を明ら
かにすることを目的とする。
➝令和元年１年間の入職者数は 8,435.4 千人、離職者数は 7,858.4 千人で、年初の常用労働者数に対する割合
である入職率と離職率はそれぞれ 16.7％、15.6％、入職超過率は 1.1 ポイントの入職超過であった。（2019 年（令
和元年）「雇用動向調査」）

就労条件総合
調査

●主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が国の民間企業
における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施している。
➝平成31年・令和元年（又は平成30会計年度）１年間に企業が付与した年次有給休暇日数（繰越日数を除く。）は労
働者１人平均18.0日、そのうち労働者が取得した日数は10.1日で、取得率は56.3％となっており、取得日数は過去最
多、取得率は過去最高となった。（令和２年就労条件総合調査）

雇用均等基本
調査

●男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握し、雇用均等行政の成果測定や方向性の検討を
行う上での基礎資料を得ることを目的とする。
➝育児休業取得者の割合
女性 ： 83.0％ （平成 30 年度 82.2％） 男性 ： 7.48％ （平成 30 年度 6.16％）（令和元年度雇用均等基本調査）

出典：厚生労働省ホームページ（一部加工して作成）



令和３年度 本試験対策 令和２年度 本試験対策

●労働施策総合推進法等の改正
・ハラスメント対策の強化（令和２年６月１日施行）
●高年齢者雇用安定法の改正
65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置（定年引上

げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上
での雇用以外の措置（継続的に業務委託契約する制度、
社会貢献活動に継続的に従事できる制度）の導入のいず
れか）を講ずることを企業の努力義務にするなど、70歳ま

での就業を支援するものとされた。（令和３年４月１日施
行）

●子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得（令和３年
１月１日施行）

●職業安定法の改正

就職後のトラブルの未然防止を図るため、ハローワーク
や職業紹介事業者等において、一定の労働関係法令違
反の求人者等による求人を受理しないことを可能とする
等、所要の改正が行われた。（令和２年３月30日施行）
●労働者派遣法の改正

派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均
衡待遇、②一定の要件を満たす労使協定による待遇の
いずれかを確保することを義務化する等、所要の改正が
行われた。（令和２年４月１日施行）
●障害者雇用促進法の改正

短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会の確
保を支援するため、短時間労働者のうち週所定労働時
間が一定の範囲内にある者（特定短時間労働者）を雇用
する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特
例的な給付金を事業主に支給する仕組みが創設される
等、所要の改正が行われた。 （令和２年４月１日施行）







申請対象期間
（特定短時間労働者を雇用）

4/1 翌3/31

申請期間

10/1

5/31

申請期間

7/31
100人超

100人以下

支給

翌4/1

12/31

100人超：7,000円

100人以下：5,000円



ハラスメント対策の強化（労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法）

（１）パワハラ防止対策の法定化（労働施策総合推進法）
１ ．パワハラ防止のための雇用管理上の措置義務を規定
２ ．パワハラに関する労使紛争の解決を規定

（２）セクハラ等の防止対策の強化（男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法）
１ ．セクハラ等に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
２ ．事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
３ ．自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行った場合の協力対応
４ ．調停の出頭・意見聴取の対象者の拡大

パワハラ・セクハラ・マタハラ



労働施策総合推進法の改正①

１．パワハラ防止のための雇用管理上の
措置義務

① 事業主は、職場において行われる優越的な関係を
背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲
を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が
害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇
用管理上必要な措置を講じなければならない。

② 事業主は、労働者が上記①の相談を行ったこと又
は事業主による当該相談への対応に協力した際に事
実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇
その他不利益な取扱いをしてはならない。

２．パワハラに関する労使紛争の解決

男女雇用機会均等法と同様に、労働施策総合推進法
（パワハラ防止）においても紛争解決のための手続き
（都道府県労働局長による助言、指導・勧告、紛争調整
委員会による調停）が規定されている。

【用語】パワーハラスメントとは、「①優越的な関係を背景とした」、「②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によ
り」「③就業環境を害すること」（身体的若しくは精神的な苦痛を与えること）をいう。

例として「業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う」、「自身の意に沿わない労働
者に対して、仕事を外し、 長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする」「労働者に業務とは関係のな
い私的な雑用の処理を強制的に行わせる」など

【国の施策】職場における労働者の就業環境を害す
る言動に起因する問題の解決を促進するために必要
な施策を充実すること。

中小：令和４年３月31日ま
での間は、努力義務



労働施策総合推進法の改正②

３．国、事業主及び労働者の責任の明確化

① 国は、労働者の就業環境を害する職場において行われる優越的な関係を背景とした言動を行ってはならないこと
その他当該言動に起因する問題（優越的言動問題）に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広
報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

② 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労
働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる上記①の措置
に協力するように努めなければならない。

③ 事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深
め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

④ 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、
事業主の講ずる措置に協力するように努めなければならない。



自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行った場合の協力対応（事実確認等）の
規定が追加

【条文】事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる措置の実施に関し必要な
協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。



高年齢者の就業機会の確保（高年齢者雇用安定法）

65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置（定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意

したうえでの雇用以外の措置（継続的に業務委託契約をする制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度）の
いずれか）を講ずることを企業の努力義務にするなど、70歳までの就業を確保する。

【条文】定年（65歳以上70歳未満のものに限る。）の定めをしている事業主又は継続雇用制度（高年齢者を70歳以

上まで引き続いて雇用する制度を除く。）を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、次に掲げる
措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。ただし、当該

事業主が、過半数労働組合（過半数代表者）の同意を得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高
年齢者について、70歳までの間の就業を確保する場合は、この限りでない。





子の看護休暇・介護休暇（育児・介護休業法）

育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、時間単位で取得でき
る。

【条文】

①子の看護休暇は、１日の所定労働
時間が短い労働者として厚生労働省
令で定めるもの以外の者は、厚生労
働省令で定めるところにより、厚生労
働省令で定める１日未満の単位で取
得することができる。

②上記①の厚生労働省令で定める１
日未満の単位は、時間（１日の所定労
働時間数に満たないものとする。）で
あって、始業の時刻から連続し、又は
終業の時刻まで連続するものとする。



業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練
や派遣先の食堂・休憩室・更衣室については、派遣先
の通常の労働者との均等・均衡を確保することが必要



もにす




